
 

 

 

1976（昭和 51）年 3月 29 日の衆議院地方行政委員会での説明 

 

 3 月 29 日の衆議院地方行政委員会では、福田（一）自治大臣の法案要旨説明に続き、

森岡税務局長が、配布していた「新旧対照表」を用いて、詳しく補足説明を行ってい

る。農地に関しては、まず、附則第十九条の改正で、「前年度の税額の一・一倍また

は一・二倍を限度とする段階的な負担調整措置」が生まれることが説明される（3段

目右の赤枠）。その後に、「課税の適正化措置の適用対象外とされる市街化区域農地」

について、「引き続き検討を加え、昭和五十四年度から必要な措置が講ぜられる」と

いう説明が行われる（3段目左から 4段目右端）。「課税の適正化措置」とは、近傍宅

地と課税の均衡を図るように農地に課税することで、三大都市圏特定市街化区域の

A・B農地で実施されていた「宅地並み課税」を意味すると考えられる。 

結局、この説明は、「附則第十九条の改正により、全ての市街化区域農地で宅地の

税額を目ざした課税の適正化（増税）が始まる」ことに全く触れていない。その後の

質疑も同様で、これでは、地方税法の改正を審議した国会議員が、一般市街化区域の

農地では従来どおり農地としての課税が継続されると考えて審議を進めたことも、や

むを得ないと言える。これが、まだ宅地なみ課税の実施が考えられてもいなかった全

国の一般市街化区域への、いわゆる『農地に準じた課税』の誕生である。 


